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別
記
第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

別
記
第
十
二
号
様
式
を
別
記
第
十
三
号
様
式
と
す
る
。

　

別
記
第
十
一
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　
　
　

」
に
、
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
「職

業

　
　
　
　

（屋
号

　

）
」

を
削
り
、
「工

事
を

年
月
日
終
了
し
た
の
で

」
を
「工

事
を
終
了
し
た
の
で

」
に
、
「　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
、

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
二
号
様
式
と
す
る
。

　

別
記
第
十
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　
　

」
に
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
「職

業

　
　
　
　

（屋
号

　
　

）
」
を

削
り
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に

改
め
、
同
様
式
備
考
中
「添

付
し
て
く
だ
さ
い

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
を

別
記
第
十
一
号
様
式
と
す
る
。

　

別
記
第
九
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
号
様
式
と
す
る
。

　

別
記
第
八
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
九
号
様
式
と
す
る
。

　

別
記
第
七
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　

」
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
八
号
様
式
と
す
る
。

　

別
記
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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温
泉
法
施
行
細
則
第
７
条
第
２
項

事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

熊
本
県

別
記
第
1
1
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

別
記
第
1
2
号
様
式
（
第
８

条
関
係
）

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

熊
本
県
温
泉
法
施
行
細
則
第
８
条
第
２
項

建
設
業
法
に
よ
る
許
可
番
号
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

工
事
請
負
人
の

住
所
、
氏
名

電
話
番
号

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

工
事
終
了
年
月
日

建
設
業
法
に
よ
る
許
可
番
号
（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

工
事
請
負
人
の

住
所
、
氏
名

電
話
番
号

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る

別
記
第
1
0
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

別
記
第
1
1
号
様
式
（
第
８
条

関
係
）

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
 （
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

熊
本
県
温
泉
法
施
行
細
則
第
７
条
第
１
項

熊
本
県
温
泉
法
施
行
細
則
第
８
条
第
１
項

工
事
請
負
人
の
住
所
、
氏
名
電
話
番
号

工
事
請
負
人
の
住
所
、
氏
名
及
び
電
話
番
号

１
部
添
付
し
て
く
だ
さ
い

別
記
第
９
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

別
記
第
1
0
号
様
式
（
第
７
条
関

係
）

別
記
第
８
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

別
記
第
９
号
様
式
（
第
７
条
関

係
）

別
記
第
７
号
様
式
（
第
６
条
関
係
）

別
記
第
８
号
様
式
（
第
７
条
関

係
）

所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所



　

別
記
第
六
号
様
式
を
別
記
第
七
号
様
式
と
す
る
。

　

別
記
第
五
号
様
式
中
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

」
に
、
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
、
「職

業

　
　
　
　

（屋
号

　
　

）
」
を
削

り
、
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

に
、
「掘

削
許
可
の
年
月
日
及
び
番
号

」
を
「掘

削
許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

」
に
改
め
、
「馬

力

」

を
削
り
、
同
様
式
を
別
記
第
六
号
様
式
と
す
る
。

　

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
記
第
５
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

別
記
第
６
号
様
式
（
第
５
条
関

係
）

届
出
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

届
出
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

熊
本
県
温
泉
法
施
行
細
則
第
４
条
第
３
項

熊
本
県
温
泉
法
施
行
細
則
第
５
条
第
４
項


